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要 旨 一般会計か らの繰入れが減額 されて,赤 字の公立病院の収支が悪化す ると予想 されて

い る。本稿で は,負 担金の病院間格差 と患者あた り負担金の不平等を考察 した。平均費用が

低い ものの負担金比率が高い病院が存在す ることと,平 成17年 度以降 に医師あた り外来患者

数の不平等度が大 き くな った ことを見出 した。医師数の減少 と入院患者の移動を知 ってい る

自治体が公立病院 に対 して,平 均在院 日数短縮 により患者あた り入院医療費を減額 させ るこ

とが望 ましい との結論を得た。
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Abstract It is expected that the money transfers from general accounts to munici-

pal hospitals in red will be reduced and the balance of those hospitals will be 

deteriorated. We examined the disparities of the allotments among municipal hos-

pitals and the inequality in allotment per patient. We found that some hospitals 

with lower average costs recorded high ratios of allotments and the inequality of 

the numbers of outpatients per physician grew larger in 2005 compared to previous 

years. We concluded that it is desirable for the local governments which recognize 

the decrease in physicians and the flow of inpatients should shorten average length 

of stay to reduce inpatient care cost per patient.
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1.は じ め に

地域医療の提供体制を維持するため,こ れまで,公 立病院の経費の一部を地方公共団体

の一般会計が負担 してきた。地方公営企業経営研究会編(2009)に よると,公 立病院の一

般病院(精 神,結 核を除く)の うち25.7%が 不採算地区病院であり,不 採算地区以外にお

いて も大半の公立病院が赤字である(1)。しかし,一 般会計の財政状況の悪化等により,近

年,一 部の地方公共団体が自ら設定 した基準に基づ く繰入れを行っていない。自治体の財

政指標として連結実質赤字比率が採用されたため,今 後,赤 字の公立病院に対する一般会

計か らの繰入れが減額されるであろうと目されている。

公立病院の設置 ・運営に要する経費については,地 方財政法の考え方に沿えば,病 院の

設置 ・運営主体である地方公共団体において負担することが原則(経 費の負担の原則)と

なる。その性格は,受 益者負担原則では回収できないものと現実的に受益者負担だけでは

回収困難であるため病院事業に負担させることが不適切であると判断された経費について

繰入れが認め られるというものである。具体的には,集 団検診,看 護師養成など 「その性

質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費」(地 方公

営企業法第17条 の2第1項 第1号)と,へ き地医療など 「当該地方公営企業の性質上能率

的な経営を行なつて もなおその経営に伴う収入のみを もつて充てることが客観的に困難で

あると認められる経費」(地 方公営企業法第17条 の2第1項 第2号)に ついて,当 該 自治

体の一般会計等が負担するものと定あ られている。前者の経費は自治体の全額負担が前提

であるが,後 者については,回 収困難な不足経費の負担が前提であり,自 治体各々に負担

の判断が求め られる。

一方,公 立病院に対する一般会計か らの繰入れを議論する際,代 表的指標として一床あ

た り繰入金が用いられることが多いが,繰 入金を構成する負担金と補助金の性格は大きく

異な り,補 助金の投入状況は負担金のそれよりもばらつきが大きい。これ らを考慮 し,医

療ニーズ,公 立病院に対する負担金の繰入れと医療サー ビス供給を関連付けた研究例は少

(1)医 療活動 によ る収益状況 を表す医業収支 比率 は平成18年6月 調査 において民間病 院が100.3で

あ るが,公 立病院 の一般病 院(精 神,結 核 を除 く)は89.4で ある。医業収支比率 は医業費用 に対

す る医業収益の比率であ る。民間病院の医業収支比率 は,全 国公私病院連盟 『病院経営実態調査

報告」による。「不採算地区病院」とは(1)所 有病床数が100床 未満又 は1日 平均入院患者数が100

人未満,(2)前 年度 にお ける1日 平均外来患者数が200人 未満,(3)当 該病院の所在す る市町村内 に他

に一般病院が存在 しな いか又 は,所 在市 町村 の面 積が300km2以 上 で他 の一般病 院数が1に 限 ら

れ る,と いった条件が満た されて いる病院を指す。
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ない。医療ニーズに対する医療サー ビスの利用と公立病院に対する繰入金の公平性を判断

する指標としてHlwv(WagstaffandvanDoorslaer2000)を 用いた熊谷(2007)は,

脳血管疾患の入院患者に医療ニーズを代表させ,負 担金の水平的公平性を分析 した。実証

分析の結果,所 得が高い階層において脳血管疾患の患者数が相対的に多いことと,脳 血管

疾患の患者数が都市部に多いことか ら,住 所地以外の病院への入院が可能な患者に対 して

有利な形で負担金が繰入れ られていたと論 じた。一方,熊 谷(2009)は 入院医療ニーズの

指標として標準化死亡比を用い,健 康状態が悪い地域への繰入れを重視 した場合,当 該地

域において重症患者を相対的に多 く受け入れている病院に有利な形で負担金が繰入れ ら

れ,入 院患者数(1日 平均)に 対 して患者あた り負担金が垂直的に不公平となることを明

らかにした(2)。また,熊 谷(2009)は,患 者数(1日 平均)に 対する負担金を患者あた り

負担金と定義 して,入 院医療サー ビスを下支えする負担金の要因分解を行った。分析の結

果,平 成16年 度の医師臨床研修制度の導入を契機とする大学の派遣医師引き揚げの影響に

より,平 成17年 度に医師あた り外来患者数の不平等度が大きくなったこと,す なわち患者

あた り負担金の不平等の要因が変化 したことを明 らかにした。

他方,公 立病院に関する財政措置のあり方等検討会(2008)は,赤 字や一般会計か らの

繰出額の大きさに対 して納税者が自分の問題として感 じていない点を指摘 し,現 在の市町

村立病院には,周 辺市町村か らの患者の受け入れが半数近 くに達 しているような もの もあ

り,市 町村単位で病院を支えていくことは財政的にも非常に厳 しい状況であるので,市 町

村だけでな く都道府県 も参加する形で一部事務組合等を組織 し,公 立病院を広域的に支え

るようなシステムも考える必要があるのではないか,と 提言 している。

これまでに,負 担金の水準 と入院医療サービス供給の関係はある程度明らかにされた

が,負 担金の病院間格差や負担金の決定に関する自治体の役割は十分に考察されていない

と思われる。本稿では,患 者あた り負担金(=1日 平均患者数に対する負担金)を 分析の

対象とし,負 担金の病院間格差と患者あた り負担金の不平等を考察する。本稿の構成は以

下の通 りである。2節 において,医 師数の減少と患者あた り負担金の関係を議論 し,患 者

あた り負担金と平均費用の病院間格差を明 らかにする。また,患 者あた り負担金の不平等

の分析を通 じて,熊 谷(2009)と 異なる角度か ら,近 畿地方の公立病院における医師不足

の影響を考察する。3節 において,税 収に対する負担金の病院間格差を分析 し,二 次医療

(2)近 畿地方全体で は,入 院医療ニーズ に対 して患者あた り負担金が垂直的 に公平であ り,患 者 あ

た り入院医療費(1日)が 垂直的 にほぼ公平であ った。
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圏内の入院患者の流出入を知っている自治体が公立病院に対 して担うべき役割を考察す

る。最後に,結 論と今後の研究課題を述べる。

2.負 担金比率の病院間格差と患者あた り負担金の不平等

この節では,初 めに,入 院患者数と負担金の関係を概説 し,負 担金と平均費用の病院間

格差を明 らかにする。次に,患 者 あたり負担金の不平等度拡大の要因を分析す る。熊谷

(2009)と 同様に,患 者数(1日 平均)に 対する負担金を患者あたり負担金 と定義すると,

この変数は次のように算出される。

患者数=患 者一人1日 あた りの診療収入比率(外来対入院)×外来患者数+入 院患者数

負担金を患者数(1日 平均)で 除すことによって,入 院患者あた り負担金と患者あた り負

担金の関係を考察できる。医師数の減少に伴い入院患者数が大幅に減った病院では,負 担

金が一定の場合,入 院患者あた り負担金が上昇する(こ のとき,あ る程度外来患者数 も減

少する)。その結果,患 者あたり負担金への入院患者あたり負担金の寄与度が高まると考

え られる。図1に,近 畿地方の86の 市町村立病院における医師数の変化率 と入院患者数

(1日 平均)の 変化率が表わされている。データの出所は,地 方公営企業経営研究会編 『地

方公営企業年鑑 病院』(第50集 ～第54集)で ある。水平軸,垂 直軸 ともに平成14年 度か ら

18年度までの4年 間の平均値が用いられてお り,医 師数の変化率と入院患者数(1日 平均)

の変化率に正の相関関係があり,医 師数の減少率が大きい病院において入院患者数(1日

平均)の 減少率が大きいことを読み取ることができる。従って,図1よ り平成14年 度か ら

18年度までに10以上の病院において,患 者あた り負担金への入院患者あた り負担金の寄与

度が高まったことが推察される。

入院患者数が減少 した病院に対する一般会計か らの繰入れについて,公 立病院に関する

財政措置のあり方等検討会(2008)は,次 のように制度の見直 しを求めている。実態とし

て病床利用率が著 しく低下 している病院について,許 可病床数の返上等の医療提供体制の

見直 しを阻害 しないよう,許 可病床数よりは実態としての入院患者数に着目した措置に移

行すべきではないか。この見解について,入 院患者数が減少 した病院に対 して相対的に多

くの負担金を繰入れることによって,当 該病院の経営を一時的に支えることはできても,

低所得の患者の医療費自己負担を軽減させることはできないことを追加的に考慮すべきで
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図1医 師数の変化率 と入院患者数(1日 平均)の 変化率

(%,平 成14-18年 度平均)

図2患 者あた り平均費用と負担金比率(平 成18年 度,1,000円,%)

ある(3)。

公立病院に求め られる医療サー ビスのうち政策医療とは,へ き地医療,救 急医療,高 度

先進医療,不 採算地区医療など国庫補助や地方公営企業法による補助対象となる医療のこ

とであり,通 常の医業収入だけでは採算性を確保されないものとみなされている。それに

対 して,一 般医療とは,公 的資金投入の対象となる政策医療を除 く通常の医療を指す。こ

(3)医 師数の減少 に伴い入院患者数が減 った病院 に対 して費用対効果の観点か ら,患 者あた り負担

金の投入の成果(年 齢調整死亡率や平均寿命 と負担金の関係)を 議論す ることは難 しい。病院の

経営悪化を防 ぐことを 目的 として負担金が投入 されて いるか らであ る。
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のような診療内容の区分と無関係に負担金を投入 した場合,不 採算医療にかかる患者の総

負担を軽減せ しめるという役割を負担金が果たせない。

近畿地方の市町村立病院に対する負担金と病院の平均費用の関係を概観 し,負 担金が本

来の役割を果た しているかを考察 しよう。図2に おいて,水 平軸の患者あた り平均費用

(1,000円)は 一年間の医業費用を患者数(1日 平均)で 除 した値であり,垂 直軸の負担金

比率(%)は 患者あた り負担金を平均費用で除 した値である。図2か ら,平 均費用と負担

金比率の間に明確な相関関係が存在 しないことと,平 均費用が低いものの負担金比率が高

い病院が存在することを読み取ることができる。負担金比率が高い病院は水 口市民病院

(12.69),枚 方市民病院(11.0)で あり,逆 に負担金比率が低い病院は綾部市立病院(0.01)

であった。重度の患者を相対的に多 く受け入れているために平均費用が高水準である病院

において,負 担金比率が高いという傾向はないと思われる。それゆえ,負 担金が不採算医

療にかかる患者の総負担を軽減せ しめるという役割を果た していない病院が少な くないと

考え られる。

負担金比率の病院間格差の背後にある負担金の変動を探求するために,患 者あた り負担

金の要因分解を行う。患者あた り負担金(Z)は 医師あたり外来患者数(A),入 院患者あた り

負担金(B),医 師数に対する病床数(Y),病 床数に対する患者数(W),入 院患者数に対する外

来患者数(X)に 分解可能である(Z=A/(Y×W)×BIX)。 表1よ り平成16～18年 度の間,患 者

あた り負担金の平均値と標準偏差がともに増加 していることが分かる。患者あた り負担金

を構成する変数の中で,入 院患者あた り負担金の変動係数が最 も高水準で推移 しているた

あ,患 者あた り負担金の変動に同変数が大きな影響を与えていたと推察される。平成15～

18年度の間,医 師あたり外来患者数の変動係数が増え続 けている。その間,同 変数の平均

値は微増であるが,医 師数の標準偏差の増加が医師あた り外来患者数の変動係数の増加に

寄与 した。その結果,病 院間において医師の繁忙度の格差が拡がったと考え られる。

以下では,Theil(1967)の タイル尺度(Theil'ssecondmeasureも しくは平均対数偏差)

を用いて負担金の不平等度を分析す る。ChengandLi(2006)の 手順 に従ってタイル尺

度を分解 し,患 者あたり負担金の要因分解を行 う。彼 らの貢献の一つは,DuroandEste-

ban(1998)の タイル尺度の要因分解に登場する乗法成分(multiplicativecomponents)

に対 して説明を与えたことである。 η、を第 ゴ病院のウエイ ト,μ を患者あた り負担金の平

均,z～ を第'病 院の患者あた り負担金とすると,患 者あた り負担金のタイル尺度7(Z)は,
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表1患 者あた り負担金の変動

標本数80(H14,H16,H17),78(H15),77(H18)

年度

負担金/
患者数

Z

病床数/
医師数

Y

患者数/
病床数

W

外来患者数
/医 師数

A

負担金/
入院患者数

B

外来患者数/
入院患者数

X

14平 均値

標準偏差

変動係数

343.82

243.67

0.71

9.12

2.50

0.27

1.63

0.27

0.17

25.29

7.03

0.28

682。16

468.18

0.69

3.54

0.86

0.24

15平 均値

標準偏差

変動係数

350.05

250.05

0.71

8.68

2.04

0.23

1.70

0.40

0.24

24.13

6.42

0.27

698。11

499.01

0.71

3.42

0.86

0.25

16平 均値

標準偏差

変動係数

322.59

221.27

0.69

9.13

4.45

0.49

1.79

1.18

0.66

24.02

7.25

0.30

644.18

484.99

0.75

3.47

1.22

0.35

17平 均値

標準偏差

変動係数

337.06

235.60

0.70

9.21

3.85

0.42

8

1
⊥

9
0

6

7
8

4

1

0

0

24.40

10.59

0.43

650.61

454.58

0.70

3.34

1.17

0.35

18平 均値

標準偏差

変動係数

357.49

272.06

0.76

10.47

9.27

0.89

に
U

1
⊥

O
U

に
U

農
U

9
0

1

0

0

24.58

15.43

0.63

667.69

477.62

0.72

3.35

1.26

0.38

デー タ出所)地 方公営企業経営研究会編 『地方公営企業年鑑 病 院』(第50集 ～第54集)

11
である・ここで・ μ・・ノ融 ア β ・ア はそれぞれ医師あたり外来賭 数ω ・儲 あた り

医師数(1/V),入 院患者あたり負担金(B),外 来患者数に対する入院患者数(1/X)の 平均であ

る。(1)式による要因分解の結果が表2に 要約されている。

表2患 者あた り負担金の要因分解(ウ エイ ト1日 平均患者数)

負担金/

患者数年度

T(Z)

医師数/外 来患者数 負担金/入 院患者数/
患者数/医 師数 入院患者数 外来患者数

T(1/V)T(A)T(B)T(1/X)

残余項

4

只
り

ρ0

7

8

1

1
⊥

-
⊥

1

1
⊥

0.1916

0.2220

0.2328

0.2126

0.2086

一 〇
.0455

-0
.0423

-0 .0540

-0
.0657

-0
.0638

農
U

9
0

00

90

0

7

民
り

ー
⊥

7

4

1

0

00

8

9
0

1

1
⊥

-
⊥

1

2

0

0

0

0

0

り0

4

0
σ

0

0

0
σ

2

1
⊥

4

2

00

8

1
⊥

8

只
り

2

2

り0

2

2

0

0

0

0

0

一 〇
.0352

-0
.0230

-0 。0285

-0
.0260

-0
.0356

一 〇
.0845

-0
.1004

-0 .1283

-0
.1670

-0
.1781

注)標 本数 は表1と 同 じ,V=Y×W。
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表2よ り平成17年 度に医師あたり外来患者数の不平等度が0.1873と大き くな り,患 者あ

た り負担金の不平等の要因が変化 した。医師あた り外来患者数の不平等度の拡大は,医 師

数の減少,す なわち平成16年 度か らの医師臨床研修制度の導入を契機とする大学の派遣医

師引き揚げの影響による。医師あた り外来患者数の不平等度の拡大に伴い,平 成18年 度に

残余項(乗 法成分)が0.1781と 絶対値で大 きくなった。残余項が負値であることは,

ChengandLi(2006)の 解釈に従 うと,4要 素(医 師あた り外来患者数,患 者あた り医

師数,入 院患者あたり負担金,外 来患者数に対する入院患者数)の 間に負の相関があるこ

とを意味 している。従って,患 者あた り負担金の不平等を是正する際,入 院患者あた り負

担金の不平等度だけに焦点をあてるのではな く,医 師あた り外来患者数の不平等度など他

の要素にも注意を払うべきである。医師の偏在が恒常化すれば,医 師あた り外来患者数の

不平等度が小さくな らず,患 者あた り負担金の不平等の是正が困難になると思われる。

平均対数偏差とAtkinson(1970)の ア トキンソン指数(AI)は,そ れぞれ分布の下層

と分布の両端の影響を受ける。上述の結果を補うために,患 者数をウエイ トに用いて患者

あた り負担金のAIを 算出した。格差の回避度を ε=1と した時のAI(=1-e-T(z>)は,

平成14年 度か ら順に0.1744,0.1991,0.2077,0.1915,0.1882で あり,7(Z)とAIの 増減は

同 じ傾向であった。

3.入 院患者の移動 と負担金の地域間格差

公立病院の特徴のひとつとして,政 治的介入の存在を挙げることができる。地域住民の

健康に責任を持つ自治体の首長や議会の判断により,公 立病院の経営方針が変わる。この

節では,初 めに,二 次医療圏ごとの入院患者の移動を概説する。次に,公 立病院が存在す

る地域の住民の効用最大化問題を解き,そ の結果に基づいて医師数の減少と患者の流出入

を知っている自治体が公立病院に対 して担うべき役割を考察する。

3-1.入 院患者の移動

表3は 二次医療圏ごとの入院患者数を表 してお り,右 列で平成14年 度と17年度の患者の

移動を比較 している。同表か ら大阪府内の病院への患者の流入状況が,二 次医療圏間で大

きく異なることが分か る。患者の流入率が最 も大きな値を記録 しているのは豊能圏であ

り,患 者の10%が 兵庫県か ら流入 している。二次医療圏単位で患者数が最 も多い大阪市に

は兵庫県,奈 良県,京 都府,和 歌山県か ら患者が流入 してお り,県 外か らの患者が患者総
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公立病院 に対す る負担金の地域間格差 について(熊 谷)

数 に 占 め る比 率 は 平 成17年 度 に約7.3%(=2.1÷28.6×100)で あ る。 県 外 か ら1日 平 均

2,087人(=28,600×0.073)の 入 院 患 者 が流 入 して お り,大 阪 市 に お いて は入 院 医 療 サ ー

ビス供 給 に係 る二 次 医 療 圏 の 概 念 が 崩 れ て い る よ う に思 わ れ る。

表3二 次医療圏内外の患者の移動

施設所在地
病院

大阪府

豊能

三島

北河内

中河内

南河内

堺市

泉州

大阪市

平成 二次

17 医療

総数 圏内

(千人)

二次医療圏外

県内 県外

94.563.521.96.2

8.9

7.8

9.7

6.5

7.1

11.9

14.0

28.6

5.4

4.9

6.8

4.8

4.4

7.0

9.4

20.9

2.2

1.9

2.2

1.4

2.1

4.0

3.0

5.0

1.2

0.7

0.6

0.3

0.3

0.5

0.7

2.1

平成 二次

14 医療

総数 圏 内

(千人)

二次医療圏外

県内 県外

92.362.521.15.6

8.5

7.9

9.8

6.8

8.1

10.7

13.8

26.7

5.0

5.2

6.9

5.1

5.0

6.8

8.8

19.8

2.2

1.9

2.3

1.4

2.4

3.1

3.5

4.3

1.2

0.7

0.5

0.2

0.4

0.4

0.8

1.4

二次17/14

医療総数

圏内

二次医療圏外

県内 県外

1.021.021.041.11

1.05

0.99

0.99

0.96

0.88

1.11

1.01

1.07

8

4

9

4

8

3

7

6

0

9

9

9

8

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1.00

1.00

0.96

1.00

0.88

1.29

0.86

1.16

1.00

1.00

1.20

1.50

0.75

1.25

0.88

1.50

デー タ出所)厚 生労働省大臣官房統計情報部編 『患者調査』(平 成14年,平 成17年)

平成14年 度か ら17年度にかけて患者数が南河内で12%減 り,堺 市で11%増 えた点が注目

される。前者は,2つ の公立病院(松 原病院と藤井寺市民病院)の 入院患者数減少が,後

者は民間病院の入院患者数増加が影響 した。平成17年 度の入院患者数(1日 平均)は,松

原病院が20%減 の159人,藤 井寺市民病院は7%減 の80人 であった。府内で相対的に公立

病院数が多い泉州圏において,二 次医療圏内か らの患者数が7%増 加 している。泉州圏の

病院間で入院患者が移動を強いられたたあと推察される。平成17年 度の入院患者数(1日

平均)は,公 立忠岡病院が59%減 の22人,和 泉市立病院が13%減 の234人,貝 塚病院が4%

増の239人,阪 南市立病院が6%増 の134人 であった(4)。

3-2.市 町村民税に対する負担金の比率と入院医療費

医師数が十分な地域の医師に対 して診療報酬を支給 しない例(北 欧諸国やカナダの州)

を挙げて,Starfield(2006)は,医 療資源をより公平に配分するよう医療従事者の密度を

規制する政策を考察 し,政 策の目的は規制当局による(医 療部門への)介 入と明確に関連

(4)泉 州圏では,公 立忠岡病院 に次 いで阪南市立病院が廃院を検討 して いる。大学の派遣医師引 き

揚げの影響を受 けた公立忠岡病院では,15年 度 に9人 在籍 していた常勤医が16年 度 に5人,17年

度 に3人 とな り,患 者数が大幅 に減少 した。地方交付税の減額 により町の一般会計か らの繰入金

が減 って病院経営が一段 と悪化 し,19年3月 に廃院 した。阪南市立病院は内科入院 ・外来診療を

19年7月 か ら休止 してい る。
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づけるべきであると論 じている。以下では,入 院患者の移動と関連づけて公立病院を開設

している自治体の役割を考察する。

分析の簡単化のため,公 立病院が存在する第 ∫地域の住民は公立病院の医療サービス

　 　

H、 と医療サービス以外の消費支出qか ら効用を得 ると仮定する。 砿 は第'地 域の住民

の総効用である。 名 は第 ∫地域の住民の所得であり,こ こでは貯蓄が予算制約に考慮され

ていない。公立病院の医業費用が一E、,公立病院に対する繰入金(こ こでは負担金)が8,,

　

公立病院サービスの租税価格がP男 である。負担金は第'地 域全体の課税標準X、 に対す

る税で賄われ,そ の比例税率を'と する。

以下の分析では,第'地 域全体の平均的な課税標準 として世帯あた り課税所得を用 い

る。一方,入 院医療費は入院患者数 凡 と患者あた り入院医療費 ρ、の積であり,患 者あた

り入院医療費は1人1日 あた り入院医療費PH、 と平均在院 日数Z,の 積である。以上 よ

り,入 院医療サービスに限定 した租税価格P男 を用いて,入 院医療サービスH,と 入院医

療サービス以外の消費支出C,か ら効用を得る第 ∫地域の住民の効用最大化問題を(2)式の

ように表すことができる。

他地域か ら第'地 域の公立病院へ患者が流入もしくは他地域へ患者が流出していること

を知 っている第∫地域の政府が,患 者の流出入により第 ∫地域の住民の租税価格P男 が変

動 しないよう税率'を 設定するとき,

この 結 果 は,公 立 病 院 の入 院 医療 費 を 賄 う た め に第 ∫地 域 の政 府 が,
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公立病院に対する負担金の地域間格差について(熊 谷)

療費9,の 世帯あたり課税対象所得X,に 対する比率に等しくなるよう税率'を 決めれば良

いことを表 している。ただ し,医 師の移動は住民にとって外生変数であるか ら,医 師数が

減ることにより医業収入が減るだけでな く,24時 間の救急告示をできな くなることで負担

金が減額される場合があることに留意 しなければな らない。平成16年 度か ら始まった医師

研修制度の影響を受けて医師数が減少 した病院では,1日 あた り外来患者数が減少,中 で

も夜間(救 急)外 来への対応が困難になった。このような病院は,救 急加算分の入院にか

かる診療報酬を得 られな くなるなどして医業収益が悪化 し,自 治体か らの繰入れに依存す

る経営体質か ら脱却できな くなっている。

税率'の 計算において,医 業費用(総 額)も しくは平均費用に占める負担金の最適な比

率は明 らかでないが,第'地 域の政府が平均在院日数Z,を 短縮 させ,患 者あた り入院医療

費(2,の 減少を通 じて税率'を 引き下げることは可能である(5)。ここで,市 町村民税(世 帯

あた り)を 男 とすると,

襟 のとき(3)式を書き換えて次式を得る・

(4)式の右辺第1項(=患 者あた り入院医療費/負 担金)に は病院の経営状況 と入院医療

サ ー ビス のパ フ ォー マ ンス が反 映 され る。 右 辺 第2項 と第3項 は,第 ∫地 域 の 政 府 が 決 定

できる変数である。第2項 は,市 町村民税に対する負担金の比率であり,医 療サー ビスに

対する自治体のスタンスを表していると考えることができる。第'地 域において市町村民

税収が自然に増加 しない局面であっても,病 院の経営状況が悪化すれば,第 ∫地域の政府

は税率 派=患 者あたり入院医療費/世 帯あたり課税対象所得)を 引き上げざるを得ないこ

とを(4)式が意味 している。医療保険の存在を無視 し,税 率'を 求めた結果が下図(大 阪府・

(5)医 師数が少ない小規模の病院 において平均在院 日数を短縮す るだ けでな く病床利用率の水準を

高め ることは難 しい。なぜな らば,平 均在院 日数=年 間在院患者延数/{(新 入院患者数+退 院患

者数)/2}で あるか ら,年 間在院患者延数 と退 院患者数が一定 の とき新入院患者数 が減 ると,

平均在院 日数 は長 くな る。退院患者数が一定であ るとき退院患者の在院 日数を短 くす ると,平 均

在院 日数 は短 くな るが,新 入院患者数が増えな ければ病床利用率は低下す る。

泉州 圏の病院 と和歌 山県 内の病 院 を処置 ・手術 比率 や平 均在院 日数 といった指標で比較 す る

と,両 者の差 は大 きい。熊谷(2008)は 「病床数削減や診療所への転換を求め られてい る和歌 山

県内の病院 において今後,入 院医療サー ビスが質 ・量の両面で向上す るとは思えない」 としてお

り,そ の理 由と して,医 師不足の病院では手術を行えないな どの理 由で新規の入院患者が増えな

いため,病 床利用率を高 くす ることが難 しい ことを挙 げてい る。
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和歌山県,平 成17年 度)の 通 りである。図中の右側に位置 している公立病院の多 くは,経

営状況が相対的に悪い。

以上より,経 営状況が悪い公立病院を開設 している自治体は,税 率'を 引き上げること

によって病院の入院医療サー ビスを存続させる,も しくは公立病院に対 して平均在院 日数

を短縮するよう指導 し,そ の結果 として患者あたり入院医療費を減額できれば税率'を 引

き下げることが可能であることを地域住民に伝えるという役割を担うべきであろう。

患者あたり入院

医療費/世 帯

あたり課税対象
所得一

負担金/市町村民税(個人所得割)

図3市 町村民税 に対す る負担金 の比率 と税率'の 分布

(大阪府 ・和歌山県,平 成17年 度,平 均0.21)

4.お わ り に

本稿では,患 者あた り負担金を分析の対象とし,熊 谷(2009)と 異なる角度か ら負担金

の病院間格差と患者あた り負担金の不平等を考察 した。医師数の減少率が大きい病院にお

いて入院患者数(1日 平均)の 減少率が大きいことと,平 均費用が低いものの負担金比率

が高い病院が存在することを明 らかにした。近畿地方の市町村立病院では不採算医療にか

かる患者の総負担を軽減せ しめるという役割を負担金が果た していない病院が少な くない

と考え られる。重度の患者を相対的に多 く受け入れているたあに平均費用が高水準である

病院において,負 担金比率が高いという傾向がなかったか らである。

タイル尺度を用いた患者あた り負担金の不平等の分析を通 じて,平 成17年 度以降,医 師
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あた り外来患者数の不平等度が大きくなったことを見出した。医師あた り外来患者数の不

平等度の拡大は医師数の減少,す なわち平成16年 度か らの医師臨床研修制度の導入を契機

とする大学の派遣医師引き揚げの影響による。医師の偏在が恒常化すれば,医 師あた り外

来患者数の不平等度が小さくな らず,患 者あた り負担金の不平等の是正が困難になろう。

他方,大 阪府内の病院への患者の流入状況を分析 した結果,泉 州圏において二次医療圏内

か ら患者数が増加 したことが明 らかになった。医師不足に起因する公立病院の廃院などに

より,泉 州圏の病院間で入院患者が移動を強いられたたあと推察される。

このような入院患者の流 出入を知 っている自治体が,公 立病院に対 して担うべき役割

を,公 立病院が存在する地域の住民の効用最大化問題に基づいて考察 した。入院医療サー

ビスを賄うために必要な税率を引き上げることによって病院の入院医療サー ビスを存続さ

せる,も しくは平均在院 日数短縮により患者あた り入院医療費を減額させる。経営状況が

悪い公立病院を開設 している自治体がこれ らを行うことが望ましいが,現 実には,前 者を

行 うことは不可能である。住民税の税率を自治体が 自由に設定できないか らである。他

方,平 均在院 日数短縮により患者あた り入院医療費を減額させることは可能である。医療

費抑制の観点か らも,こ の指導は望ましいが,入 院患者数が増加 しなければ当該公立病院

の医業収益が減少する。医業費用の過半を占ある人件費を引き下げることな く,パ フォー

マ ンスを改善できると目されている公立病院は少ない。医業費用に占める負担金の比率と

医療従事者の人件費を関連づけた分析は今後の課題である。

参 考 文 献

〔1〕 熊 谷 成 将(2007)「 公 立 病 院 に対 す る繰 入 金 と医療 サ ー ビス の水 平 的公 平 性 」 『医 療

経 済 研 究 』19(1),37-51.

〔2〕 熊 谷 成 将(2008)「 世 代 間 と地 域 間 に お け る 医 療 資 源 の配 分 一 診 療 報 酬 改 定 と病 床

偏 在 の 影 響 一 」 「文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 ⑬17330072地 方 分 権 が 社 会

保 障 シ ステ ムの 効 率 性 ・衡 平 性 に与 え る影 響 の 分 析 』 報 告 書(主 任 研 究 者 泉 田信 行),

365-382.

〔3〕 熊 谷 成 将(2009)「 入 院 医療 サ ー ビス の垂 直 的公 平 性 と負担 金 の不 平 等 度 」 『医 療 経

済 研 究 』21(2),印 刷 中.

〔4〕 公 立 病 院 に 関 す る財 政 措 置 の あ り方 等 検 討 会(2008)「 公 立 病 院 に関 す る財 政 措 置

の あ り方 等 検 討 会 報 告 書 』(座 長 持 田 信 樹 東 京 大 学 大 学 院経 済 学 研 究 科 教 授)平 成20

年11月25日.

〔5〕 地 方 公 営 企 業 経 営 研 究 会 編(2009)「 平 成19年 度 地 方 公 営 企 業 年 鑑(第55集)』 働 地

方 財 務 協 会.

〔6〕Atkinson,A.B.(1970)"Onthemeasurementofinequality,"Jo尻 胴α1(ザEco一

ηo〃2'c7物60r)～2(3),244-263.

一581(581)一



 107 101

C7)

C 8 ]

C9)

C10)

 Cheng, Y. and S. Li (2006) "Income inequality and efficiency: A decomposi-
tion approach and applications to China," Economics Letters, 91, 8-14. 

 Duro, J. A. and J. Esteban (1998) "Factor decomposition of cross-country 
income inequality, 1960-1990," Economics Letters, 60, 269-275. 

 Starfield, B. (2006) "State of the Art in Research on Equity in Health," Jour-
nal of Health Politics, Policy and Law, 31(1), 11-32. 

Wagstaff, A. and E. van Doorslaer (2000) "Measuring and Testing for In-
equity in the Delivery of Health Care," Journal of Human Resources, 35(4), 716-
733.


